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人権を考える　第24号（2021年３月）

新型コロナ禍での学生相談について
～学生相談室における支援実践活動の模索と振り返りから～

� 外国語学部非常勤講師　渡邉　登至明

１．はじめに

　2020年は、新型コロナウィルスの流行によりわれわれの生活は大きな影響
を受けた。その最たるものは、2020年４月に発令された政府による「緊急事
態宣言」であり、その後も「新しい生活様式」のもと、「三密を避ける」「社
会的対人的距離（ソーシャルディスタンス）の確保」といったことが要請さ
れてきた。こうした中で、大学で学生生活を送る学生たちにおいても、彼ら
の学びの様相やキャンパスライフの送り方が大きな影響を受け、大小さまざ
まなストレスに曝されることとなった。たとえば、経済事情の悪化（たとえ
ば、大内2020）、授業のオンライン化に伴う混乱やキャンパスライフ喪失の
問題（たとえば、村上2020）、が挙げられる。また、若年層のメンタルヘル
スの悪化についても指摘され始めており（たとえば、末木・上田2020）、大
学生においても同様の状況だと思われる。この他にも、学生相談に関わる数
多くの識者の報告からも、新型コロナ禍においては通常以上に学生支援の重
要性が高まっていると考えられる。しかしながら、このような事態は誰もが
経験したことのないものであり、学生相談支援活動においても、事態に翻弄
されながら手探りでの試行錯誤がなされてきたのが実情である（たとえば、
井口2020；和田2020）。そこで今回は、筆者も相談員として関わっている本
学の学生相談室において、こうした事態の中で行ってきた支援実践を振り返
り、その結果を分析・検討することで、本学にとどまらずこうした事態にお
ける今後の学生相談支援活動全般に向けた工夫や提言を検討することを目的
とする。



新型コロナ禍での学生相談について　～学生相談室における支援実践活動の模索と振り返りから～

─ 28 ─

２．大学の状況と学生相談室の対応

　まず、新型コロナウィルス感染拡大下における本学の状況と、それに伴っ
て学生相談室でどのような対応を行ってきたのかについて、以下にまとめる。

２．１．本学の状況と対応

　新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、2020年２月上旬には、学長
を本部長とする緊急対策本部が設置され、感染拡大防止に向けての情報の集
約が行われ、事態の状況変化を見極めながら学内外に対する情報発信と各種
施策が講じられることとなった。そして、新型コロナウィルス感染症の蔓延
する社会情勢を受けて、2020年３月には、入学式や卒業式等の各種行事やガ
イダンス等は延期・休止に追い込まれ、オンライン開催に変更されることに
なった。４月からの新年度についても、春学期の授業開始時期が延期され、
その後にはさらに再延期が決定されるなど、二転三転した。このように、当
初は状況の変化に翻弄されながらの混乱した時期であった。そして、４月８
日に政府による「緊急事態宣言」が発令されると、それに伴って学生の大学
キャンパスへの入構が全面的に禁止された。教員も大学キャンパスへの入講
は原則禁止となり、職員も在宅勤務が原則となった。また、春学期の開始が
５月25日からと決定され、授業形式もオンラインによる遠隔授業で行われる
こととなった。こうした状況は、まさに大学ロックダウンと言えるものであっ
た。
　その後、５月には緊急事態宣言の延長を受けて、上記の大学ロックダウン
状況もまた延長された。そして、５月21日に緊急事態宣言が解除されると、
原則禁止されていた大学キャンパスへの入構ならびに大学施設の利用につい
て限定的ながら段階的に解除され、ロックダウン状況は緩和されていった。
しかしながら、大阪府が制定した「感染拡大予防にかかる標準的措置（大学
等）」をもとにした最大限の感染予防施策が講じられ、大学キャンパスへ入
構し大学施設を利用する学生にも、施設利用の制限・入構に当たっての事前
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連絡や入講時の学生証掲示と体温チェック・構内での手指衛生の徹底やマス
ク着用や三密回避とソーシャルディスタンスの確保など、厳しい管理と制限
が求められることになった。また、このような春学期を受けて秋学期には、
オンラインによる遠隔授業を基本としつつも感染防止対策を徹底しての対面
授業が一部並行して実施されることとなり、さらには、11月からは１年生の
必修科目が原則対面授業形式となった。このように、少しずつではあるが大
学キャンパスに学生の姿が戻ってくるようになっていったが、現在（2020年
12月）においても大学キャンパスの日常風景を完全に取り戻せているとはい
いがたい。

２．２．学生相談室の状況と対応

　新型コロナウィルスという存在やその感染が拡大しているという情報が世
の中を席巻し始めた頃、春季休暇期間に入っていた学生相談室では、来談す
る学生とともに従来どおりの対面面談による相談支援活動を不安を抱えなが
らも行っていたが、大学キャンパスへの学生の入構をなるべく控えさせると
いう方向性が打ち出されていったことに合わせて、学生への対応は電話相談
を利用することにした。なお、電話相談という手段は従来から存在していた
が、実状としては補助的な手段で例外的な位置づけとなっており、この時は
新型コロナウィルスの感染拡大にまつわる状況は一時的なもので早期に解決
するであろうとの楽観的な予想も手伝って、電話相談の利用はあくまで一時
的な措置に留まるだろうとの認識であった。しかしながら、政府の緊急事態
宣言が出されて大学がロックダウンと言える状況になると、事態の深刻さと
長期化が決定的となった。そこで、学生相談室では、新型コロナ禍でキャン
パスがロックダウンされるという異常事態の中で学生支援として何ができる
のかという議論が自発的に高まり、とくに学生に対する相談支援活動の継続
ということが喫緊の課題として共有された。そして、他大学の学生相談室に
おける動向も視野に入れつつ、まずは出来ることからということで、従来か
ら存在した「電話相談」を全面的に押し出していくこととし、そのためのア
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ナウンスと、新型コロナ禍で過ごす学生に向けて心理教育的なメッセージを
出すことを決定し、そのための準備作業にとりかかった。
　なお、この時に、大学当局や学内上層部からは、休業状態となっていた学
生相談室においても、電話相談を主力として学生支援のために相談室を開室
しておくことの意義を理解していただき、相談員にも通常通りの勤務体制を
保証していただくとともに、緊急事態での相談室の支援活動に対して温かい
支援と激励をいただいた。さらには、電話相談を主力とした緊急支援体制を
構築する中で、オンラインビデオ会議システム（以下、ズーム）を用いた遠
隔相談（以下、オンライン相談）の導入やWEB予約体制の構築についての
提案もしていただいた。こうしたことは、普段は表舞台に立つことはなくど
ちらかというとあまり日の目を見ることもない学生相談室や相談員として
は、大変嬉しく光栄なことであり、勇気づけられるとともに、改めて自分た
ちの使命を自覚し身が引き締まる思いであった。
　そして、このような経過の中で、学生相談室としては、他大学の学生相談
室や学生相談学会等の情報（注１）を参考にして、電話相談やズームによる
オンライン相談そしてWEB予約体制における運営面での整備を行っていっ
た。その結果、ゴールデンウィークを前にした４月末には、「学生相談室か
らのお知らせ」（※１）を案内することができた。これは、ホームページ上
でWEB予約体制を整えた上での、学生相談室における対面相談停止と電話
相談・ズームによるオンライン相談への切り替えを案内するものであり、ま
た新型コロナ禍で不安で困難な生活を送る学生への心理教育的なメッセージ
も添えたものであった。また、５月末の授業開始を前にしたタイミングで、「学
生相談室だより」（※２）（注２）を発行した。これは、従来から発行してい
るものであるが、今回は新型コロナ禍での学生生活に対する心理教育的な助
言とともに、労いと共感の言葉や相談の勧めを伝えるものであった。さらに
は、５月からは、大阪府が行う若年者層向け（大学生）SNS�相談体制整備
事業である「大阪府こころのほっとライン」に本学が協力校として登録され
た。この事業は、若年者層（40歳未満）の死因の１位が自殺であることから、
さまざまな悩みに応じたきめ細やかな支援を行って若年者層の自殺を未然に
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防ぐことを目指したものであり、LINEやチャットといった若者のコミュニ
ケーションツールの特色事情を考慮したこころの相談体制である。これによ
り、本学学生に対する社会的な相談資源を充実させることも可能となった。
このように、学生相談室としては、学生の大学キャンパス入講が原則的に禁
止されるという事態の中で、いかにして相談支援活動を継続させることがで
きるのかという課題を掲げ、電話相談やズームによるオンライン相談を中心
にした遠隔相談支援活動に切り替えるための体制を徐々に整えていき、５月
下旬には、ズームによるオンライン相談とWEB予約体制を導入・開始する
ことが可能となったのである。
　そして、混乱と手探りの日々であった春学期が終わり秋学期になると、大
学キャンパスに学生が入構することが可能となったことを受けて、学生相談
室での対面相談を特に必要な場合に限り一部解禁することとし、他大学の学
生相談室や学生相談学会等の情報（注３、注４）を参考に、そのためのガイ
ドライン作成等の準備作業を行った。また、冬期休暇を前にした時期には、
新たに「学生相談室からのお知らせ」（※３）を作成し案内することとした。
これは、新型コロナウィルスの感染状況が再び不透明さを増す中で、大学や
社会から切り離されることになりやすい冬期休暇期間を過ごす学生に対し
て、心理教育的な助言や労いと共感の言葉を添え、冬期休暇明けの相談支援
体制と相談の勧めの案内とを行うとともに、休暇中の相談可能な社会資源の
案内も併せて行うものであった。さらには、このお知らせは前回とは異なり、
大学のホームページ上に掲示されることに加えて、大学のシステムを用いて
学生に直接アナウンスした。このように、学生相談室でも対面相談が可能と
なったことにより、新型コロナ禍での相談支援体制は混乱と模索の時期を経
て、新たな段階に移行しつつあると思われる。
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※１：「学生相談室からのお知らせ」（第１報）

※２：「学生相談室だより」
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※３：「学生相談室からのお知らせ」（第２報）
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３．結果と考察、および提言

　ここまで述べてきたように、新型コロナ禍における緊急事態で学生相談室
が行ってきたことは、電話相談の拡充やズームによるオンライン相談さらに
はWEB予約ステムといった遠隔相談支援体制を導入することと、学生への
心理教育的アナウンスも含めた広報活動を重視することであった。本節では、
その取り組みの結果をまとめて振り返り、そこから窺える学生の状況や相談
支援対応についての考察を行い、今後に向けての課題を導き出し、提言を行
うこととする。

３．１．学生相談室の相談集計結果について

①　相談件数全体

　相談件数全体は、今年は例年に比べて
大幅な減少が見られた（表１）。また、
とくに春学期に限っては新規相談件数も
例年に比べて少ないと感じられるところ
があった。これらの結果については、その大前提として、大学キャンパスへ
の学生の原則入構禁止の影響が挙げられる。すなわち、従来から相談室に来
室しての対面相談が主であったため、学生が相談支援を受けることがかなわ
なくなってしまったのである。その上で、とくに新規相談件数については、
新型コロナ禍における学生の大学キャンパスへの原則入構禁止によって、た
とえば学内キャンパスで過ごす最中に偶然に学生相談室の存在を見つけて直
接来室するという機会が不可能になるなど、学生相談室へのアクセスの悪化
が大きな要因だと思われる。また、特に４～５月の時期は、見通しの立たな
い状況で、現実的な情報収集に追われて相談室の利用に思い至る余裕がない
場合も多かったのかもしれない。なお、相談内容の実際の様子からは、孤立
感や孤独感などが話題になる学生も多くいたことから考えると、普段から孤
立し学内の援助資源と繋がりにくさを感じている学生にとっては、新型コロ

相談件数 過去２年間平均増減比
416 ▲ 22％

※４月～12月まで

表１．総数比較
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ナ禍の大学キャンパス状況によって援助要請をすることがいっそう難しく
なったという側面もあったのかもしれない。その場合、とくに地方出身者で
一人暮らしをしている学生において不安と孤立を深めている様子が見受けら
れるところもあった。
　一方で、新型コロナ禍で学生が大学キャンパスへ原則入構できないという
異常な状況があったことに鑑みると、全体相談件数の減少は意外に少なかっ
たとも言えるかもしれない。もしそうであるならば、WEB上での相談予約
体制や電話相談・ズームによるオンライン相談体制を急遽ではあるが整えた
ことにより、相談件数をかなり拾い上げ、相談数全体の減少を食い止められ
た部分があったのかもしれない。いずれにしろ、例年以上に学生相談が必要
な学生の多いことや、何かしらの相談支援が必要な状況に陥っている学生が
多いであろうことを思えば、全体相談件数の実数にはあらわれてこない潜在
的な相談ニーズは未だ膨大であると思われる。
　なお、潜在的なニーズを十分に掬い取れていない可能性については、学生
相談室に関わる広報の問題が大きいと思われる。この点については、学生相
談室の従前からの課題として認識されていたため、「学生相談室だより」の
発行と掲示、ホームページでの案内、学生相談室パンフレットの作成と配布
等を、これまでは行ってきたところであった。しかしながら、新型コロナ禍
における学生の大学キャンパスへの原則入講禁止の状況によって、とくに学
生相談室パンフレットの配布や学生相談室便りの掲示は効果を発揮しにく
かったと思われる。また、ホームページでの案内についても、今回はとくに「学
生相談室からのおしらせ」を臨時・特別に案内をしたところであったが、い
ずれにせよ、学生相談室や学生への相談支援活動に関する広報活動の一層の
充実とさらなる工夫が求められることは疑いのないことだと言える。そこで、
そのために学生の立場になって想像してみると、学生自身が何らかの相談の
必要性に陥った時に「タイムリーに」相談資源情報にアクセスできることが
肝要なのではないかと思われる。なぜなら、ほとんどの学生が相談室関連の
情報を入学以後何かしらの形で見聞きはしてきているはずであるが、心に残
らない情報は必要な時に思い出して利用しにくいものであり、学生にとって
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相談室やその他の支援情報が最も心に残り得るのは自分自身が何かしら困っ
たときであろうことを想像すると、そこには支援者側の情報発信と受け手の
学生側の個人的事情との間でタイミングのズレやミスマッチが存在すると考
えられるからである。したがって、常に相談室情報を多様なツールによって
アナウンスし続けることが必要になってくると思われる。そうすることで、
多様な学生の多様な「心に残るチャンス」にヒットする確率を高めることが
できる（つまり、学生の心に刺さる）のではないか。以上を踏まえると、学
生に対する高頻度でのさまざまなチャンネルを通しての広報活動をいっそう
行うことが今後は重要になってくると思われる。

②　相談学生の属性

　相談者の属性について、とくに相談者における１回生と２回生の相談件数
は例年に比べて今年は大幅な減少が見られ、一方で３回生と４回生の相談件
数は例年よりも大幅な増加がみられた（表２）。これらの結果のうち、とく
に１回生の相談件数が例年より少なかったのは、大学生活自体への不慣れさ
がある中で、学生相談室の利用方法を知らなかったり分かりづらかったりと
いった要因があったかもしれない。また、３回生や４回生といった上級生の
相談件数が例年より多かった
のは、新型コロナ禍における
就活環境の変化や将来不安等
によって、相談へのニーズが
例年以上に高まっていること
を反映しているのではないか
と思われる。

③　相談件数の月別変化

　相談件数の月別推移については、例年と異なる傾向が見られた（図１）。
すなわち、例年では春期休暇期間で相談件数の減少期を経たのちに４月５
月に相談件数が増加する傾向があるのに比べて、今年は４月５月になっても

相談件数 過去２年間平均増減比
１回生 80 ▲ 40％
２回生 16 ▲ 86％
３回生 126 22％
４回生 172 28％

※４月～12月まで
※�その他（大学院生、聴講生、留学生、卒業生、

保護者、を含む）を除く

表２．属性比較（学年）
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相談件数が増加する傾向が緩や
かであり、そのかわりに６月に
なって大幅な増加が見られた。
この結果は、５月末にオンライ
ン形式による授業が再開された
ことが影響していると思われ
る。特に、後述する相談項目の
内訳において学業関連の相談が
多かったことからは、この時期
に不慣れな授業形式に苦労した

学生の姿が浮かび上がってくる。

④　相談の種類

　相談の種類を示す相談項目はいくつかのカテゴリーで集計されているが、
そのうち、とくに「生活関連」の相談件数は、例年に比べて今年は大幅な減
少が見られた（表３および図２－１）。一方で、「学業関連」の相談件数は、
新型コロナ禍で全体の相談件数が減少する中でも例年に比べて微増した（表
３および図２－２）。
　こうした結果のうち、まず、「生活関連」には対人関係に関連した項目が
多いため（たとえば、アルバイト、部活、友人、クラス、家族、など）、新

図１．月別変化

図２－１．相談種別（月別変化：「生活」）

相談件数 過去２年間
平均増減比

心身 226 ▲ 26％
生活 53 ▲ 44％
学業 137 1％

※４月～12月まで

表３．相談種別（総数比較）
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型コロナ禍で人との関わりが
減った影響で相談件数が減少す
るに至ったものと思われる。す
なわち、大学キャンパス内で
学生が人間関係を作る機会がな
かったために対人関係での悩み
が発生するそもそもの機会が少
なくなり、総じて人間関係の相
談が少なくなったのだと思われ
る。そして、秋学期になると相
談件数が例年に近い水準までの増加傾向が見られたのは、夏以降に大学キャ
ンパスをはじめとして人と関わる機会が徐々に増えていく中で、それに関連
する悩みが発生する機会が多くなったためだと考えられる。ただ、新型コロ
ナ禍による影響として家庭の経済的問題による学生生活への影響や家族関係
の悪化等の相談も予想されていたが、これらについての相談が急増すること
はなかった。これについては、学内の他の適切な窓口につながった可能性が
考えられるが、その他には、たとえば東畑（2020）が指摘するように、特にズー
ムなどのオンライン相談においては相談する側にオンライン相談環境を準備
する負担が大きくのしかかることから、学生においては家庭の問題を在宅で
相談するためのそのような体制づくりが困難だった等の要因も考えられる。
　次に「学業関連」については、その内容としては、オンライン授業が本
格的に始まったことによる情報機器操作の不安を抱える学生が増えたこと
とともに、不具合時に教員とコミュニケーションをとることに難しさを感じ
る学生も多かった様子が窺える。こうしたことからは、オンライン授業とい
う形式についていけないままで教員に助けを求められずに宙ぶらりんの状態
となっている学生も多いことが想像される。また、こうした授業形式は、課
題提出やテストにおいてきちんと課題提出が完了したのかやテストを受ける
ことができたのかといったことに関して学生の不安を誘発しやすいことも窺
え、中には強迫症様の不調を訴えたり強めたりする学生も散見された。なお、

図２－２．相談種別（月別変化：「学業」）
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秋学期になっても学業関連の相談件数が高い水準で推移している様子も窺え
ることからは、オンライン授業という形式が学生にとっては未だに不慣れで
負担の多いものとなっていることが推察される。
　その他の相談内容の実際としては、「実習が行えない、留学に行けない」「新
型コロナの影響の長期化による就職活動への不安の顕在化」「自宅にひとり
で居ることの寂しさ、相談相手がいない孤独感」などが見られた。こうした
相談内容の様子については、とくに本学では「留学」や「航空業界、旅行観
光業界」などに大きな関心を持っている学生が多く、それらが新型コロナ禍
で最も大きな打撃を受ける領域の１つであったことが、本学の学生にも多大
な影響をもたらしていることが見受けられた。また、従来であればそこまで
大きな問題とならないような事柄や学生であったとしても、新型コロナ禍の
特殊な状況（ex.孤独で不安が募る）があることで問題をこじらせてしまい、
場合によっては心身の調子を崩したり学校不適応に陥ってしまったりする傾
向のあることも感じられた。
　最後に、学生の相談室へのアプローチの仕方について、「どこに相談すれ
ばいいか分からないのでとりあえず学生相談室に相談した」という学生が多
かった。これは、大学キャンパス内で学生部その他の窓口を訪ねることがで
きなかったために、オンライン上に相談の受付を明示した学生相談室にまず
問い合わせた結果だと思われるが、こうした場合には、相談室にて内容を聞
き取った上で、学内の他の担当する部署に繋いで1回のみで相談支援を終了
することが多かった。いずれにせよ、学生相談室とはメンタルヘルスのケア
が必要な学生が利用するような専門的な場所として捉えられがちであった従
前のイメージからすれば、このような「よろず相談」的な学生相談室の利用
のされ方はこれまでにないものであり、注目に値すると思われる。

　以上のように、今回の新型コロナ禍での本学の学生相談支援活動の結果か
らは、緊急事態で学生相談室が行ってきた取り組み（電話相談の拡充やズー
ムによるオンライン相談さらにはWEB予約システムといった遠隔相談支援
体制を導入したことと、学生への心理教育的アナウンスも含めた広報活動を
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重視したこと）は、学生の大学キャンパスへの原則入講禁止という状況でも
相談支援活動を継続することを目指した当初の目的からすれば、大枠として
一定の成果を上げたと考えられる。ただ、心理教育的なアナウンスも含む広
報活動の重視という点については、まだ一層の改善と工夫の余地があるとい
うことも言える。その上で、相談支援活動の詳細については、他の大学でも
指摘されてきているような学生の苦労や困難さの様子が窺えるとともに、留
学や就職活動など新型コロナの影響が大きい領域に関心が高い学生における
不安といった本学ならではの学生の様子も窺うことができた。いずれにせよ、
新型コロナ禍での学生の置かれた状況が見えにくく、また学生の生の実態や
声が届きにくい中では、それらが今回は図らずも学生相談室に集約されるこ
ととなったと言える。このため、今後の学生相談室の在り方としては、安藤

（2020）が指摘しているように、メンタルヘルスを対象とするカウンセリン
グを中心とした相談支援活動にとどまらず、学生の状況を大学側の大人たち
に伝える役目をいっそう担っていかなければならないのかもしれない。また、
そのためにも、専門性を踏まえた上での柔軟で幅広い「よろず相談機能」を
強化していく方向を打ち出すことにより、学生の潜在的ニーズをいっそう拾
い上げやすくなるのではないかとも思われる。

３．２．遠隔相談支援について

　次に、今回の事態において、従来から存在した電話相談の拡充と新たにズー
ムによるオンライン相談を導入して（加えて、WEB予約システムの導入も）
遠隔相談支援体制を実現したことについて、以下にとくに取り上げて検討す
る。

①　電話による相談

　電話相談については、学生相談室としても従来から相談支援の選択肢とし
て存在し、また時に利用されてきていたものでもあった。相談員の主な基礎
学問となる臨床心理学を中心とした対人援助の領域においても、「いのちの
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電話」など電話相談による支援活動の実践と研究の積み重ねがなされてきて
いた（たとえば、村瀬・津川（編）2005）。このため、相談員としても、電
話相談によって学生の相談支援に対応することに大きな困難を感じるところ
はなかった。

②　ズームによるオンライン相談

　一方で、オンライン相談については、たとえば学生相談学会の「遠隔相
談導入に関する検討チーム」が「学生相談において、遠隔相談（Distance�
Counseling）を導入する際の留意点」をとりまとめた際の序文（注１）でも
示されているとおり、海外の実践と研究の積み重ねと比較すると我が国での
実践の実績は少なく、筆者としても、臨床現場では今回の新型コロナ禍を契
機として利用されるようになったという印象を抱くものであった。このため、
当初は学生相談室の相談員としても正直なところ戸惑いと抵抗が大であった
が、次第に、オンライン相談といえども慣れてくればそれなりにやれるとい
う手ごたえが感じられていくところもあった。たとえば、東畑（2020）が指
摘しているような、オンライン状況でも相手がそこに居る感覚であったり相
手とやりとりができているという感覚が得られて対面相談と同じような体験
が生じるという発見は、新鮮なものであった。さらには、三田村（2020）も
指摘しているように、画面共有機能によって学生と情報をお互いに共有しあ
いながら相談を進めていけることなど、PC等の画面を用いたオンライン環
境ならではの応用が可能であったことも、このような相談手法の今後のさら
なる発展の可能性を予感させるところであった。
　しかしながら、オンライン相談のこうした利点や応用・発展可能性ととも
に、一方では欠点や問題点も浮き彫りになるところがあった。
　まず、現実的問題として、オンライン相談環境においては相談を利用する
側にかなりの準備が必要となるのであり、たとえば通信環境の快適さや通信
環境を担保する安全な空間を用意する必要性など、従来の相談室に通所して
対面でやりとりする場合にはなかった負担が生じることとなる（東畑2020）。
とくに学生の場合には、経済的な面や家庭環境の面でそうしたオンライン相
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談環境を整えることが困難である場合が多く、そのためにオンライン相談を
利用できないケースも数多く存在することが想定されるため、オンライン授
業の実施における学生の通信環境への配慮と支援と同程度かそれ以上の対策
が必要になってくるのではないかと思われる。また、相談支援活動時には通
常、相談者の状態・状況へのリスクアセスメントや相談支援を実施するに際
してのインフォームドコンセントは欠かせないが、オンライン相談の場合に
は、セキュリティの問題や守秘義務とプライバシーの確保・技術的な不具合
や限界・危機介入の問題などといったように、やはりこれも来所しての対面
相談とは異なる留意点が多くなる（注１、注４）。学生相談室としても、今
回の経緯の中でこれらをどう実行可能なものとしていくかに苦労したところ
であったが、今後もより洗練していく必要があると思われる。
　次に、相談支援という人間関係に関する問題としては、オンライン相談で
は相手の空気や雰囲気を感じ取りにくく、そうしたところでやりとりされる
感情に気づくことが難しくなりがちであり、そのために情緒的交流が生じに
くくなるところがある（東畑2020）。このため、「一緒に」という感覚が乏しかっ
たり（森岡2020）、「愛情や愛着」を感じにくかったりするところがある（福
島2020）。実際に、今回の経過の中でも、新規相談の場合にはオンライン相
談では継続的な相談に繋がりにくく、たとえ継続的な支援の必要があったと
しても情報伝達だけの単発のガイダンスになりがちであり、そのようなケー
スが継続的な支援に繋がるのは、２回目以降を対面相談に切り替えることが
できた場合であることが多かった。また、こうした特徴は、従前から対面相
談によっての継続的な関わりのある学生においては、ほとんど見られないこ
とであった。このように、オンライン相談だけでは学生と十分に深く繋がる
ことが難しいところがあり、継続的な相談支援活動を行う場合には、その基
盤となる人間関係の構築という点において、オンライン相談には問題がある
と言えるかもしれない。

　以上を踏まえると、電話相談やズームによるオンライン相談といった手法
による遠隔相談支援体制は、新型コロナ禍における感染対策や対人接触でき
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ない状況での相談支援活動を可能にするという点において有効であることは
もちろんであるが、特にオンライン相談においてはその機器特性を生かした
新たな相談手法の展開も期待できるなど、消極的なだけでなく積極的な利点
も確認できると言える。しかし一方では、とくにオンライン相談においては、
利用者側の負担、セキュリティーやプライバシーなどへの懸念、継続的な人
間関係の構築しにくさ、といったようにいくつかの問題点が指摘できるとこ
ろであった。こうしたことから、今後の遠隔相談体制・とくにオンライン相
談については、新型コロナウィルスに関わる事態が正常化した後にも継続す
るのか、あるいはあくまでも対面相談の代替手段であるために継続させるの
は妥当ではないのか、という問題が生じてくると思われる。ただ、これにつ
いては、学生相談学会の指針としても今後の学生相談活動の「ハイブリッド
化」が謳われていることを考慮すると（注5）、相談支援方法の選択肢が増え
たことは良いこととし、新型コロナ禍による事態の正常化後も継続すること
が望ましいと考えられる。その上で、当該学生の特徴や当該ケースの支援段
階といった状況に応じたオンライン相談の使い分けが必要なのであり、それ
についての実践を積み重ねていく中での指針作りなどが求められるのだと思
われる。

４．おわりに

　今回の新型コロナ禍における学生相談室で行われた支援を振り返ると、手
探りの中での試行錯誤の過程そのものであったと改めて実感する。そして、
そうした中での指針となったのは、ソーシャルディスタンスの確保やロック
ダウンによって人との物理的な距離は離れざるを得なくなっても、いかにし
て人とのつながりを実現し保つのか、どのようにして心の繋がりが可能とな
るのか、ということであった。すなわちそれは、学生支援活動を切らすこと
なく止めることなくいかに継続させるかということであり、学生とどうした
ら繋がりまた繋がり続けることができるのか、といった命題であった。そし
て、今回のここまでの経過の中でそのためにさまざまな方策を行ってきたこ
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ととは、学生相談室という枠にとどまらず、学内全体での学生を抱える環境
（Winnicott,1960/1977）や学生を支える器（Bion,1962/1999）を構築し整え
更新する作業となっていったとも言える。今後は、新型コロナウィルスをめ
ぐる不透明な状況が続くことが予想される中で、相談場面で目の前の学生を
支援することは当然のことながら、より広い視点をもって学生を見守ってい
くという営みについてもいっそう注力していきたい。

注１：日本学生相談学会では、「学生相談において、遠隔相談（Distance�Counseling）
を導入する際の留意点」がまとめられ、緊急提言された。
https://www.gakuseisodan.com/?page_id=3758

注２：「学生相談室だより」は、9月の秋学期が始まるのを前にした時期にも、同様の
趣旨と内容で発行している。

注３：日本学生相談学会では、「「緊急事態宣言」解除後の大学において安全に学生相
談を行うために」として、対面面談再開に際しての各種情報提供や注意喚起が行われ
た。
https://www.gakuseisodan.com/?p=4204

注４：日本学生相談学会では、「学生相談において、遠隔相談（Distance�Counseling）
を導入する際の留意点」を改訂したものとして、「遠隔相談に関するガイドライン
ver.01」が完成された。
https://www.gakuseidodan.com/wp-content/uploads/2020/10/enkaku_sodan_
guideline_ver01.pdf

注５：日本学生相談学会からは、今後の学生相談について、「新しい学生相談様式と
して対面と遠隔のハイブリッドを実現していく必要性」が提言されている。
https://www.gakuseisodan.com/?p=4204
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